
重要性分類Ⅲ

コード内容 詳細内容 本部点検条件 チェックマスタ 合計

1 0：前回公開と同一内容 前回公開時と同一内容の事例 226,622 9,635 236,257

2 1：抹消 設定しない - - -

3 3：新規 今回の公開で新規に追加した事例 79,562 34,963 114,525

4 5：変更 今回の公開で変更した事例 140 37 177

306,324 44,635 350,959

5 9：廃止 今回の公開で廃止した事例 19,208 6,549 25,757

325,532 51,184 376,716合計

【公開事例の拡大】

◯支払基金ホームページに掲載している「コンピュータチェック対象事例」について、関係団体から了承が得られた以下の事例

を新たに公開拡大しました。

　①医薬品添付文書に基づく事例（適応）

　②医薬品添付文書に基づく事例（禁忌）

　③診療行為の適応

　④医学的見地に基づく事例

　⑤医薬品添付文書に基づく事例（投与日数）※適応別に異なる投与日数の上限値に基づく事例について、公開範囲を拡大

　⑥医薬品添付文書に基づく事例（投与量）※適応別に異なる投与量の上限値に基づく事例について、公開範囲を拡大

【更新事例】

○令和7年3月更新以降に告示・通知等が変更されたことに伴う事例の追加及び事例内容の変更等を更新しました。

　①令和6年度診療報酬改定に伴い、コンピュータチェックを設定した事例（追加）

　②令和6年度診療報酬改定以外（①以外）で、コンピュータチェックを設定した事例（追加）

　③審査委員の要望等により、コンピュータチェックを修正した事例（変更）

【前回の公開で廃止した事例】

○前回の公開時に公開ファイルの変更区分を「9：廃止」としていた事例を削除しました。

【コンピュータチェック対象事例ファイル（本部点検条件）】

○「JC̲本部点検条件」、「JCH̲本部点検条件」、「JH̲本部点検条件」に変更等がある場合であっても「CC̲JIREI̲本部点

検条件」に変更がない場合は、公開ファイルの変更区分は「0：前回公開と同一内容」として更新しました。

※コンピュータチェックに係る診療内容の適否については、画一的あるいは一律的に適用するものではなく、個別の症例ごとに

審査委員会の医学（薬学）的判断により決定されます。

　なお、以下の関連通知等に照らし、審査委員会において判断しています。

（参考）医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表、調剤報酬点数表、療養担当規則、厚生労働省事務連絡（疑義解釈等）等

小計

事例数

○令和7年10月版　コンピュータチェック対象事例の更新内容（2025年10月31日現在）
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